
　幸区西部の市街地に囲ま
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法人会全国大会（岐阜大会）開催！法人会全国大会（岐阜大会）開催！
法人会の平成２２年度の税制改正に関する提言を披露

平成２２年度 税制改正に関する提言

　１０月８日、岐阜県・長良川国際会議場において、財団法人全国法人会総連合主催の

第２６回法人会全国大会が盛大に開催され、全国各都道府県から約１，０００名の法人会会員

が集まった。

　大会に先立ち、第１部では、経済ジャーナリストの財部誠一氏による「日本経済、

これからのキーワード」をテーマに記念講演が行われた。第２部の式典では、大会宣

言や平成２２年度の税制改正に関する提言の説明が行なわれた。今後は、全国法人会総

連合をはじめ、各県連、各法人会では、この提言事項の実現に向けて、政府、政党な

ど関係機関に対し、要望活動を実施。

はじめに

　１００年に一度の危機に遭遇していると言われる

日本経済は、２００９年４－６月期の実質国内総生

産（ＧＤＰ）が１年３ヶ月ぶりにプラスに転じ、

最悪期を脱しつつある。しかし、景気は底這い状

態で、その前途は予断を許さない。

　世界を見渡すと、今回の金融危機で、最も大き

なダメージを受けたのは日本であり、火元のアメ

リカはもとよりヨーロッパよりもその影響は大き

かった。その理由は、日本経済が輸出依存度の高

い体質であったこと、とりわけ輸出品の中心が付

加価値の高い工業製品であったため、海外景気の

悪化ペースを上回って外需が落ち込み、経済が急

降下したためである。しかし、今回の不況は世界
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税制改正に関する要望

的な金融津波という外的要因が原因で、自分たち

に落ち度がないと判断することは必ずしも事態を

正確に捉えたものではなく、問題解決に取り組む

上での正しいスタンスとは言えない。今、必要な

のは危機問題の本質を正確に捉え、日本経済運営

の問題点をきちんと認識し、その上で、税制面を

含めた対応策をとることである。

　現在の景気は、巨額な財政支出で辛うじて支え

ている。しかし、中期的には先進国中最悪の財政

赤字を削減することが大きな課題となる。少子高

齢化、グローバル化など経済社会の構造変化に対

応した税制の構築は急務である。特に、外需に過

度に依存する経済構造から脱却するためには、地

域経済の担い手である中小企業の活性化に資する

税制は欠かせない。そのため法人税率（軽減税率

を含む）の引き下げと事業承継税制の確立を最重

要課題として提示する。

　以上を踏まえ、会員の総意として「今後の望ま

しい税制のあり方」をテーマに平成２２年度税制

に関する提言を取りまとめた。

　「総論」では、行財政・税制改革に関する基本

方針として、

　１．経済社会の今後のあるべき姿

　２．行財政革の推進

　３．社会保障制度・国民負担のあり方

　４．国と地方のあり方

　５．税制改革のあり方

　６．租税教育の充実

　「各論」では法人会が求める当面の改正事項、

法人税制では、

１．法人税の税率の引き下げ

　わが国の法人税の実効税率はアメリカ並みの４０．

６９％となっている。しかし最近、自国企業の国

際競争力強化あるいは外国資本の誘致等の目的か

ら税制を優遇している国が多い。現実に、近年、

欧州、アジア諸国で法人税率の引き下げが行われ

ている。特にイギリス、ドイツ等では実効税率が

２０％台にまで引き下げられている。

　日本企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化

防止、さらには外国資本の国内への投資促進の観

点から、法人税の基本税率について地方税を含め、

大幅な引き下げが必要である。その際、租税特別

措置の整理・合理化等で課税ベースを広げ、地方

税を含めて、欧州・アジア主要国並みの実効税率

とするよう求める。

２．中小企業軽減税率の引き下げ等

　平成２１年度税制改正で、中小企業等に適用さ

れる法人税の軽減税率が２年間の措置として２２

％から１８％に引き下げられた。しかし、現在の

厳しい経営環境や中小企業の担税力を考えると、

中小企業に適用される軽減税率は２年間の時限措

置ではなく恒久化するとともに、さらに一層の税

率引き下げが必要である。また、昭和５６年以来、

課税所得８００万円以下に据え置かれている軽減税

率の適用課税所得金額を少なくとも１，５００万円程

度へ引き上げるよう求める。

３． 特殊支配同族会社に対する役員給与の損
　　金算入制限

　この制度は、新会社法施行に伴う課税逃れの防

止策として設けられ、平成１９年度税制改正で適

用除外となる基準所得金額が８００万円から１，６００

万円に引き上げられる緩和措置がとられた。しか

し、この課税制度は中小企業に多大な影響を及ぼ

すだけではなく、その内容について法人税・所得

税という税制の根幹に関わる問題に抵触しており、

制度そのものが合理性を欠いている。要件操作に

よって課税対象から外れることが可能であり、中

小企業の間で新たな課税の不公平を生んでいる。

申告手続きも複雑で、負担と混乱をもたらしてい

る。以上のような理由からこの制度については、

即刻廃止を求める。
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平成２２年度税制改正に関するスローガン

b待ったなし。国・地方とも聖域なき行財政改革の断行を！
b活力ある経済・社会の実現を目指し、抜本的な税制改革を！
bわが国企業の国際競争力確保のためにも法人税率の引き下げを！
b適正・公正な課税、行政の効率化のため納税者番号制度の導入に向けて検討を！
b本格的な事業承継税制を確立し、地域経済を支える中小企業に配慮を！
b消費税率引き上げの前に、徹底した行革により行政のスリム化を！
b道州制の導入の検討などにより、国と地方の役割分担を見直し、地方の再生を！
b年金・医療・介護制度について改革を断行し、持続可能な社会保障制度の確立を！

４．役員給与

　最近、会社法改正、企業会計の変更等に伴い、

税制面でも役員給与の取り扱いが大幅に変わり、

定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与

以外は損金不算入とする改正が行われた。しかし、

利益連動給与について、同族会社は適用対象外と

なっている。経営意欲、企業活力を発揮させるた

め、同族会社についても一定の要件の下で、同様

の措置を認めるべきである。

５．交際費課税制度

　平成１８年度改正で、一人当たり５，０００円以下の

飲食費については交際費から除外された。また資

本金１億円以下の中小企業に認められる特例も引

き続き存続している。交際費課税における創設当

時（昭和２９年）の資本蓄積を図るという政策目

標は消失している。２００９年の追加経済対策で、

中小企業に対する交際費の損金算入限度額の更な

る引き上げ、損金不算入割合の撤廃、資本金の規

模に関わらず一定の損金算入を求める。

６．同族会社の留保金課税

　平成１９年度税制改正で、中小企業における同

族会社の留保金課税は実質的に撤廃された。しか

し、特定同族会社に対する留保金課税は存続して

おり、引き続き廃止を求める。

７．電子申告

　国税庁が２００４年から運用を開始した国税電子

申告（e-Tax）は、２００９年３月末現在の利用率が

３６％に留まっている。平成２１年度税制改正では、

所得税額控除制度の２年延長、所得税の確定申告

時に税務署への提出を省略できる書類の拡充など

の措置がとられた。さらに一層の利用促進を図る

ため、地方税の電子申告との一体化の検討、法人・

個人に対する恒久的な税額控除制度の創設など利

用促進に向けての努力が必要である。

８．その他

　租税特別措置については、政策目的を果たした

ものは廃止する一方、中小企業の技術革新など経

済活性化に役立つ措置の新設を求める。

　配当に対する二重課税については、現行の配当

控除制度では不充分であり、欧州各国の制度（イ

ンピュテーション方式）を参考に二重課税の排除

を求める。

　以上が法人税制要望として取り上げられ、ほか

　◆個人所得税制について

　◆相続税制について

　◆事業承継税制について

　◆消費税制について

　◆地方税制の見直しについて

　◆環境税制について

　等々が全国１０５万社会員の総意として採択され

政府・国会・関係諸官庁へと陳情される。法人会

の要望がひとつでも多く実現するよう期待される

ところである。

4 川崎南法人会だより

第
２６
回 

法
人
会
全
国
大
会
開
催

第
２６
回 

法
人
会
全
国
大
会
開
催



全  法  連全  法  連 平成２２年度平成２２年度

税制改革に関するアンケート調査結果

今後、税制の抜本改革が検討されます。税制改革を行うに当たり、課税原則（公平・中立・

簡素）に加えて、特に重視する点はどれですか。

■� 社会保障制度の安定財源の確保など国民の安

心を支える税制

■� 経済・社会・地域の活力を高めるための税制

■� 国民・納税者の信頼を得る公正な税制

■� その他

法人会では、法人税制について持続的な経済の成長と企業の活性化を図る観点から以下の

ような改正を求めています。この中で重点的に要望する事項はどれですか。

２項目お選びください。

■� 法人税率（軽減税率を含む）の引き

下げ

■� 法人事業税・法人住民税の見直し

■� 役員給与の見直し

■� 特殊支配同族会社に対する役員給与

の損金算入制限の廃止

■� 交際費課税の緩和・廃止

■� 特定同族会社の留保金課税の廃止

■� 研究・投資減税の拡充

■� その他

対 象 会

提 出 会

提出割合

回答者数５，１０８名

（但し、問いに対して無回答もあるため、数字は一致しない）

４４２会

４４１会

９９．８％

■■�
1,865人
35.9％

■■�
624人
6.2％■■�

643人
6.4％

■■�
1,997人
38.5％

■■�
1,268人
24.4％

■■�
1,075人
10.7％

■■�
62人
1.2％

■■�
1,178人
11.7％

■■�
3,468人
34.6％

■■�
2,428人
24.2％■■�

567人
5.7％

■■�
50人
0.5％
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昨年、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立し、平成２１年度税制
改正で取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設されます。

（１）このことについて、どのように評価されますか。

■� 抜本的な改正であり、大いに評価する

■� 評価するが、要件等が厳しいので緩和すべき
である

■� 評価できない

■� よくわからない

■� その他

（２）制度の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、以下の要件のうち、
見直すべき事項はありますか。（複数回答可）

■� 対象企業は中小企業基本法で定める中小企業
であること

■� 後継者は先代経営者の親族であること

■� 後継者は同族関係者と合わせて発行済株式の
過半数を保有し、かつ同族内で筆頭株主であ
ること

■� 雇用の８割以上を５年間維持すること

■� 資産管理会社等は除外されていること

■� 原則として、死亡時まで株式を保有しないと
猶予税額が免除されないこと

■� 特例適用株式の全てを担保に供さなければな
らないこと

■� 特に見直す必要はない

■	 その他

（３）今後、事業承継をする場合、この制度を活用したいと思いますか。

■� この制度を積極的に活用したいと思う

■� 要件が厳しく活用が難しいと思う

■� よくわからない

■� その他

■■�
771人
14.9％

■■�
972人
18.7％

■■�
3,136人
60.5％

■■�
265人
5.1％

■■�
43人
0.8％

■■�
1,170人
10.5％

■■�
2,149人
19.3％

■■�
2,154人
19.3％

■■�
615人
5.5％

■■�
1,222人
11.0％ ■■�

1,516人
13.6％

■■�
1,872人
16.8％

■■	
124人
1.1％

■■�
323人
2.9％

■■�
1,350人
26.2％

■■�
2,267人
44.1％

■■�
1,376人
26.7％

■■�
152人
3.0％
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相続税制については、現行方式である法定相続分
課税方式から遺産取得課税方式に改めることとさ
れ、平成２１年度税制改正では見送りとなったも

のの、今後検討が行われる見込みです。このことについて、
どのように考えますか。

■� 遺産取得課税方式に改めることに賛成である

■� 現行方式を維持すべきである

■� よくわからない

■� その他

納税者番号制度の是非について政府で議論されて
います。納税者番号制度は所得の捕捉、負担の公
平化、税務行政の効率化に役立つ一方、プライバ

シーの侵害や制度にかかるコストの問題等が指摘されて
います。このことについて、どのようにお考えですか。

■� 納税者番号制度を導入すべきである

■� 納税者番号制度は導入すべきでない

■� その他

消費税については、財政の現状や増大する社会保
障給付費を考慮すると、安定的な財源確保が不可
欠であるとして、政府で増税の議論が行われてい

ます。このことについて、どのようにお考えですか。

■� できるだけ早期に増税すべきである

■� 当面、増税は避けるべきである

■� 将来にわたって増税は避けるべきである

■� その他

地方分権を推進するため、地方分権改革推進委員
会は新分権一括法案の提出に向けて検討を進めて
います。その中で、今後道州制の導入に向けて「道

州制ビジョン」を策定し、国民的議論を深めることとし
ています。道州制の導入についてどうお考えですか。

■� 道州制を導入すべきである

■� 道州制は導入すべきでない

■� 具体的内容が出ていないのでよくわからない

■� その他

■■�
1,998人
38.9％

■■�
1,329人
25.9％

■■�
1,724人
33.5％

■■�
89人
1.7％

■■�
3,449人
67.0％

■■�
1,508人
29.3％

■■�
192人
3.7％

■■�
1,077人
20.8％

■■�
3,239人
62.6％

■■�
463人
9.0％

■■�
392人
7.6％

■■�
1,847人
35.8％

■■�
596人
11.6％

■■�
2,624人
50.8％

■■�
94人
1.8％
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平 成２１年 度 　 理 事 会 報 告
　９月１１日（金）、川崎日航ホテルに於いて３８名の
理事が出席し開催した。
　税務署からは菅沼署長以下７月の人事異動で着
任された三村法人担当副署長、岩井田法人課税第
１統括官、名倉法人課税上席が出席され、署幹部
のご紹介の後、山下会長が議長になり議案審議に

入った。
　議事は、平成２１年度上期事業報告を各委員会の
委員長、各部会の部会長が発表され、報告事項では、
海外研修旅行の件、かわさき市民まつり参加の件、
税を考える週間行事（三村副署長講演）の事項に
ついて報告、満場一致で承認された。

青 年 部 会  税 務 研 修 会
　青年部会の研修会では、カメリアホールにて、
川崎南税務署の名倉法人課税第１部門上席を講師
としてお迎えし「平成２１年度税制改正」と題して
研修会を実施しました。終了後、意見交換会を開
催しました。

拡 大 組 織 委 員 会 を 開 催

　８月２７日、カメリアホールに於いて、各支部の
支部長、副支部長及び組織委員に出席を頂き拡大
組織委員会を開催。法人会もこの経済状況の中、
毎年会員の減少が続いている。今年も阿部組織委

員長の進行で会員増強の入退会推進状況について
各支部長と意見交換を行った。特に年々減少して
いる会員について、いかに退会防止をするか各支
部長から活発な意見が出された。委員長から会員
増強について一件でも多くの会員獲得をお願いし
たい旨話された。

会員増強決起大会開催される ! !

　９月１１日、川崎日航ホテルにおいて、参加者（理
事、青年・女性部会役員、組織委員）、４６名が出
席し開催した。
　山下会長はあいさつの中で、現状の景気が相変
わらず厳しい環境にあるが、法人会存続の意味か
らも会員獲得は我々の使命であると述べられ、続
いて阿部組織委員長兼副会長からも会員の減少に
は本部役員・支部役員が意識を持って会員増強を
行なえばかならず今年の目標１８５件は獲得出来る
と話された。
　議題は、東法連作成の会員増強用ビデオ研修、
続いて入会・退会状況及び新規目標について報告
をされた。
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社 会 貢 献 活 動  米 海 軍 第 ７ 艦 隊 バ ン ド 演 奏 会

県 法 連  女 性 部 会 連 絡 協 議 会

　９月９日、õ神奈川県法人会連合会主催の女性

部会連絡協議会が新横浜国際ホテルに於いて、県

下１８法人会から部会員２５０名が集って開催された。

当会からは吉松郁子部会長を始め１４名の役員が参

加した。

　第１部特別講演として『小説を書く時間』と題

して、作家の林真理子氏が講演、終了後懇親会が

開催された。

県 法 連  税 制 問 題 研 究 会

　õ神奈川県法人会連合会の税制問題研究会が９

月２日、箱根湯本「吉池」に於いて、県下１８法人

会から役職員１９２名が集って開催。当会からは山

下会長他９名が参加し、研修が開催された。平成

２２年度税制改正要望事項と全法連税制委員会の審

議状況報告、又特別講演として、『どうなる日本！！

政局と今後の経済動向』と題して、テレビ朝日コ

メンテーターの三反園訓氏による講演が行われた。

　９月１６日（火）、今年も社会貢献活動の一環とし

て川崎シンフォニーホールにて、７回目の「米海

軍第７艦隊バンドコンサート」を開催した。この

演奏会はオーストラリア及び極東地域全域で行わ

れる大規模なイベントのメインアトラクションと

して、どの地域の米海軍音楽隊よりも広範囲の演

奏を行っているプロの海軍音楽隊である米海軍第

７艦隊バンドを迎えて行われております。多彩な

演奏で川崎市民の人気を博し「音楽のまち川崎」

にふさわしいイベントとして定着。開演に先立ち、

主催者代表として山下会長がイベントの趣旨、法

人会の役割及び税についての説明や川崎南税務署

の菅沼署長からはe-Taxやホームページの活用な

どの紹介が行われた。
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（1）情報の収集と発信

　企業は、普段から国の新型インフルエンザ対策

への取り組み、新型インフルエンザの発生状況、

公共サービスなどに関する正しい情報を国（厚生

労働省、外務省、内閣官房など）や、都道府県の

ホームページなどから入手し、全従業員に周知し

ておくことが重要となります。

　また、海外進出企業に於いては、在外公館や現

地保健部局などから、現地の発生状況などを入手

する必要があります。

（2）危機管理体制の整備

　新型インフルエンザの感染拡大が起こった場合

や、さらに強毒性インフルエンザに発展して被害

が拡大することを想定して、企業内に以下のよう

な対応の体制を整えておく必要があります。

【対策本部】

　新型インフルエンザが発生した場合、職場で総

指揮をとるのが対策本部です。通常、事業者・職

場の最高責任者である経営者が本部長となりま

す。ただし、経営者自身が罹患することも考えら

れますので、その場合の代替者も決めておく必要

があります。

【作業班】

　対策本部の指揮の下、実際にインフルエンザ対

策に当るのが作業班です。この作業班のメンバー

も事前に決めておいてください。

【連絡体制】

　緊急時における地方公共団体の保健部局、近隣

の医療機関等との連絡体制や職場内の連絡網の確

立が必要です。

（3）企業における感染防止策

　従業員の新型インフルエンザへの感染を防止す

るために、企業としては、次のような対策を実施

することが重要です。なお、従業員などが感染す

る危険性は、企業ごとに異なります。そのため、

自社の事業内容をきちんと理解し、適切な感染防

止策を実施する必要があります。

【手洗いの励行】

　事業所の入口に手洗い場所を設置し、従業員に

手洗いを徹底することが重要となります。手洗い

場所の設置が難しい場合は、速乾性の消毒用アル

コール製剤を設置することも有効です。

【健康管理・健康教育の実施】

　従業員等に、定期的な検温を徹底したり、発熱

などの症状がある場合は出社しないよう指導する

など健康管理を行う必要があります。また、健康

教育（新型インフルエンザの基礎知識、職場で実

施する感染予防策の内容、本人や家族が発症した

際の対応等）を行うこと、特に持病のある社員を

把握することも検討しましょう。従業員とその家

族向けにハンドブックなどのツールを配布するの

も良いでしょう。また、新型インフルエンザの発

生に備えた訓練を行いたいものですが、中小企業

の場合１社でできなければ、地域に働きかけ、地

域全体での実施を考えると良いでしょう。

（4）企業における備蓄

　マスク等の感染予防品の買占め等による物品の

不足が起こりますので、以下のような物品を備蓄

しておくことが望まれます。

★人と接する可能性がある従業員用

・不織布製マスク（サージカルマスク） 

（出社する従業員１人当たり、１日２～３

枚２ヶ月分が望ましい）

★事業所用

・ゴミ箱・ゴミ袋

・消毒液（速乾性消毒用アルコール製剤）、

石鹸

・体温計

・常備薬（胃薬、痛み止めなど）

★感染者に対応する従業員用

・個人防護具一式（Ｎ９５などの高性能マス

ク、防護服、ゴム手袋、ゴーグルなど）

★その他（あると便利なもの）

・在宅勤務用パソコン
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新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策
企業における事前対策
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